
1 ．ベアータ研究の意義

ベアータbeatasという女の身分は，結婚，修道女につぐ第三の身分とし

て，中世後期から近世にかけてのスペインにおいて，社会的に認知された

存在だった。しかしながら研究史においては，ベアータは，貧困者や未亡

人のための消極的な選択肢であるとみなされたために，しかるべき扱いを

受けてこなかった。

この時代に関する標準的な女性史の概説書と目されてきたマリロ・ビ
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ヒルの『16・ 7 世紀における女の生』 1）は，当時の女の身分を 4つに分類

している。すなわち，娘 doncella，結婚者 casada，未亡人 viuda，修道女

monjaである。この分類方法は，当時の人文主義者や宗教者の著作が採用

していた基準にのっとったものであり，その意味では分類の仕方は妥当で

あるようにみえる。しかしながら，男の著作のみに依拠したことにマリ

ロ・ビヒルの分析の限界もある。彼女の分析は，当時の男たちが女をどの

ように捉えたのか，という観点からなされたものであり，当時の女が自分

たちをどのように捉え，どのように生きようとしたのか，という観点から

なされたものではないのである。マリロ・ビヒルの著作においてベアータ

身分が扱われなかったのは，まさにそこに原因がある。もし女の観点から

研究しようとしたならば，結婚，修道女に次ぐ第 3の選択肢であったベ

アータ身分を欠かすことはできなかったはずである。しかしこの点に関し

ては，女自身が残した史料があまりにも少ないために，男が残した史料に

頼らざるを得ない，という研究上の困難がある。

マリロ・ビヒルの 4つの分類のうち，「娘」と「未亡人」は自発的に選

択できる身分ではない。「娘」は全ての女が経験し，「未亡人」は夫に先立

たれた女全員がなるからである。したがって，女が実際に選択することが

できた身分は「結婚」と「修道女」の 2つだけである。しかしながらほと

んどの結婚・出家が家族戦略にもとづいて行われていたことを考慮に入れ

ると，この 2つの身分についてさえも女の選択の余地は少なかったと考え

られる。

こうした状況において，女の選択の幅を広げたであろうベアータ身分が

持つ意味は極めて重要である。多くの女が夫や修道会の上長に縛られてい

た時代にあって，ベアータ身分の持つ自由度は，女にとって魅力的であっ

たに違いない。

近世史研究において看過されている事実だが，身分の選択は，近世人に
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とっての最大の関心事の 1つだった。当時のモラリストの人生指南書や聴

罪師のための手引書は，身分の選択に関する助言やそれぞれの身分におけ

る生き方の指針に満ちている 2）。身分の選択を論じた著者たちは，聴罪師

としての経験を積んでいたから，その内容は，エリート層だけでなく，民

衆層の関心をも反映していた。審問記録を読むと，「宗教身分よりも結婚

身分の方が優れている」といった証言によく出会うが 3），これは，民衆レ

ベルでも身分の選択のことがよく話題になっていたことの証左である。ベ

アータを女の身分の選択の問題として論じるのは，身分選択の自由という

現代の価値観を過去に投影しているわけではないのである。

本稿の目的は，ベアータ研究の現況を紹介することである。まず最初に，

ベアータ研究の前提となるような事実を整理し，ベアータとは何か，そし

てベアータ研究のための史料について論じる。次に，1990年代以降のベ

アータ研究の新しい潮流を代表するムニョス・フェルナンデスとミウラ・

アンドラーデスの研究を中心に紹介する。そして最後に，それらの研究動

向を参考にしながら，アルンブラード（照明派）として異端審問にかけら

れたベアータの事例を分析する。

2．ベアータとは何か

ベアータとは，修道誓願をせず，あるいはせいぜい単式誓願（貞潔のみ）

をして，自分の家で宗教生活を送る女のことをいう。独りで暮らしている

場合もあれば，家族と一緒に暮らしたり，仲間のベアータと一緒に自分の

家やベアータ館 beaterioで暮らしている場合もある。祈りや瞑想などの宗

教生活だけでなく，貧民・病人の介護，女子教育などの活動に従事してい

るのが普通である。司教の管轄権に服することもあれば，修道会の第三会

の規則に服する場合もある。第三会員になった場合，単式誓願ならば俗人

と同じであり後に結婚することも可能であったが，盛式誓願（貞潔，清貧，
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従順）をすればその実態は修道女とほとんどかわりがなかった 4）。

地域によってはベアータ以外の名称も用いられた。地中海沿岸地方

ではベギン beguinasと呼ばれることもあった 5）。バスクにはセローラ

serorasないしはフレイラ freirasと呼ばれ，教会や隠修所の管理をする女

がいた 6）。エンパレダーダ emparedadasと呼ばれ，教会に隣接する小部屋

（emparedamiento）に閉じこもったまま外に出ず，生涯を祈りや苦行に捧げ

る女は，スペイン全体でその存在が確認されるが，一部の地域（ガリシア

のアストルガなど）にとりわけ多く存在した 7）。以上のように名称や内実は

様々だが，俗人と修道女の中間的な位置にある女のことをベアータと呼ぶ

ことでは一致していた。

ベアータの存在は，イベリア半島全域で確認されている。ムニョス・

フェルナンデスは，新カスティーリャにおいて，16世紀末にいたるまでに

約50のベアータ館の存在を確認している 8）。ミウラ・アンドラーデスも，

14, 5世紀にはアンダルシーアの中核都市のほとんどにベアータが広まって

いたことを確認している 9）。コルドバにおいてはわかっているだけで14の

ベアータ館があり，15世紀末から16世紀初頭のセビーリャには各教区ごと

にエンパレダーダを収容するための小部屋があった 10）。このように，個々

の地域のベアータ館の数についてはある程度まで把握することができる

が，研究現況では，その全体像を描くことはまだ果たされていない。まし

てや自分の家で暮らしていた個人ベアータ beatas individualesの総体を把

握することは困難である。たとえば，フェリーペ 2世の命によって行われ

た地理調査からは，16世紀のトレド市には40の修道院があり，そのうち女

子修道院の数が17，ベアータ館が 7であることがわかる 11）。この数字は，

大都市における女子修道院とベアータ館の比率についてのおおよそのイ

メージを与えてはくれる。しかし自分の家で暮らしていた個人ベアータへ

の言及を見出すことはできない。
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ベアータ身分について書かれたおそらくは唯一の本が，ディエゴ・ペレ

ス・デ・バルディビアの『慎ましい生活を送る人たちへの忠告』（1585年）

である 12）。彼は，聖書講座の教授としてバエサ大学で教鞭を取りながらベ

アータの霊的指導を行っていたが，1574年頃にアルンブラード（照明派）

の嫌疑により異端審問にかけられた。彼がこの本を書いた目的は，女が修

道院の外においても聖性を求めることができることを示し，修道会の規則

に服していないベアータに対して生き方の指針を与えることであった。こ

の本で彼が想定してるベアータは，ベアータ館で暮らすベアータではなく，

「自分の家において自己を律する生活を送っている 13）」ベアータである。

彼女たちは「若く，好きなだけの自由を持っていて，したがうべき規則が

なく，閉じ込められていない」にもかかわらず，ふさわしい霊的指導者を

持っていない。それゆえ，彼女たちには「慎ましく安全に生きるための手

立てが必要である 14）。」ディエゴ・ペレスは，ベアータ的な生き方を擁護

する根拠として，初期教会の処女たちが共同生活をしておらず，初期のフ

ランシスコ会とクララ会の修道士・修道女は教皇に命じられるまでは自由

に外出していたという史実を挙げている。実は17世紀のフランスにおいて，

「世俗の娘」と呼ばれる半宗半俗の女を擁護したフランソワ・ド・サルも

ディエゴ・ペレスと同じことを論拠とした。彼は，聖母訪問会に禁域を課

そうとしたリヨン大司教ドニ・シモン・ド・マルクモンに対して，初期教

会の処女は外出できたのであり，厳格な禁域が課されるようになったのは

ごく最近のことである，それゆえ厳格な禁域を課すことは大多数の女から

宗教の可能性を奪うことになる，と反論した 15）。サルによれば，キリスト

教徒の生活は修道院の壁の内側に限定されるものではなく，家族生活の中

でも，市場でも，宮廷でも，田舎でもできる 16）。このようにフランスでは，

聖母訪問会を創設したフランソワ・ド・サルや，カリタス（慈善修道女会）

を創設したヴァンサン・ド・ポールのように，聖と俗の中間的な生活のた
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めのイデオローグがいた。しかしスペインにおいてはディエゴ・ペレスの

ような存在は例外的だった 17）。

3 ．ベアータ研究のための史料

多くの女子修道院の起源がベアータ館にあったために，ムニョス・フェ

ルナンデスは，修道会の年代記に依拠してベアータ運動の発展を描くこと

ができた 18）。しかしこの史料には，修道会に移行しなかったベアータ館や，

個人で暮らしたベアータが記録されないという欠点がある。我々が研究対

象としうるベアータは，権力による規制を受けたために記録に残ることに

なった者たちであり，ベアータの中でも権力からの自由度が高かった者た

ちほど（つまりベアータの本領を発揮していた者たちほど）記録に残りにくかっ

た。しかしそれでもベアータに関する史料は，いまだ十分に利用されてい

ないものを含めて，以下のものが存在する。

単式誓願のみを行い，盛式誓願を行わなかったベアータは俗人身分と

して扱われたために，しばしば課税の対象となった（ただし教会法上の地位

が未確定であったためにベアータに免税特権が適用されるか否かは常に議論の的で

あった）。そのためあらゆる種類の担税帳簿にはベアータの記録が残った。

フェリーペ 2世の命によって1575年と1578年にカスティーリャにおいて

行われた地理調査 19）では，各村落に送られた質問表の中に，当該村落に

おける修道士，修道女，ベアータの状況を問いただす項目が含まれてい

た。そのためその時点におけるベアータの状況を知ることができる（ただ

しほとんどの村落の回答はベアータに関して特段の記述を割いていない）。この史

料を読み解くと，たとえば，修道院が大都市にしか存在しなかったという

（多くの研究者が大都市をフィールドとしているために盲点になっている）事実が

浮かび上がる。グアダラハラ県での調査に関しては149村落から寄せられ

た回答が残るが 20），そのうち女子修道院があると答えたのは 8つでしかな
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い。それ以外の村落では，女が宗教の道へ進もうとする場合，修道院のあ

る都市に行くか，さもなければ地元に残ってベアータになるしか選択肢は

なかった。ブディアも修道院のない町の 1つだった。ブディアの回答には，

4人のベアータが暮らすだけで修道院はない，とある 21）。

数は少ないが，フアーナ・デ・ラ・クルスやマリーア・デ・サント・ド

ミンゴなどの有名なベアータについては，聴罪師や伝記作家によって書か

れた伝記が存在する。対抗宗教改革期には，優れた宗教女性の聖性・美徳

を称える目的で数多くの自伝・伝記が出版されたためである 22）。

裁判文書や公証人文書などにもベアータについての記録が残っている場

合がある。この類の史料から，パンプローナの女子教育会の起源となった

ベアータ館の歴史をミクロストリア的に再現したロドリゲスの研究や，サ

モーラのベアータ館における聖職者同棲事件を再現したロレンソ・ピナル

の研究などがある 23）。

非常に短いものではあるが，ベアータ館の生活のありようを知るための

史料として，創設のための遺言や司教が与えた規則書などがある 24）。その

他，ベアータがベアータ館の創設許可を求めて司教や教皇に送った書簡や

それに対する許可書が，ヴァチカンやシマンカスの文書館に残っている 25）。

ベアータに関する史料の少なさに，ベアータ研究の困難がある。とりわ

け個人ベアータや，修道会に移行しなかったベアータ館の記録は，たとえ

それがかつて存在したとしても，現在は失われている可能性が高い。修道

女に関して指摘されていることだが，彼女たちはこれまで考えられていた

以上に書く機会を持っていたが，聴罪師や修道女などのごく限られた読者

を想定していたために，大半は手稿書のまま出版されることなく修道院の

内部に残された 26）。修道女と同じように，ベアータもかつて考えられてい

た以上に書いていた可能性がある。実際，異端審問にかけられたベアータ

の中で，たとえばフランシスカ・デ・ロス・アポストレスの審問記録に
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は，彼女自身によって書かれた手紙と，霊的訓練の方法を記した小冊子が

収められているし，それ以外にもフランシスカが書いたものとして，これ

から創設する予定の修道院のための規則書や，神から受けた啓示を書きと

めた小冊子がかつて存在していたことがわかっている 27）。やはり異端審問

にかけられたベアータのイサベル・デ・ラ・クルスからは，彼女が書いた

199通の手紙が押収されているし，彼女が出版を目的として本を執筆して

いたこともわかっている 28）。

ベアータ自身が記録を残さなかったこと，あるいは残したとしても現在

は失われている可能性が高いことから，個人で暮らすベアータがどのよう

な境遇にあったのかを詳細に知ることは困難である。それができる史料は

審問記録くらいだろう。しかしムニョス・フェルナンデスは，偏見に満ち

ていて部分的なイメージしかもたらさない審問記録の利用を避け，個人ベ

アータを描くにあたっては修道会の年代記や伝記作家の著作を用いた。と

ころがこれらの史料でさえ偏向を免れているわけではない。彼女自身も指

摘しているように，年代記や聖女伝の目的は，現実の女を描くことよりも，

聖性・美徳のモデルとなる女を描くことにあるからである。他方，異端審

問は，裁判の進行や記録の作成の仕方において他の種類の裁判とほとんど

変わらなかったのであり，同時代の他の史料と比較して審問記録だけが極

端に偏向した史料だとは言えない。欠点に目を向けるよりも利点に目を向

け，史料利用の可能性を論じた方がよかろうと思われるのである。

審問記録からは，被告自身が語る被告の生い立ち，身分，職業，年齢，

親族の名前などがわかるだけでなく，交友関係を再現することができる。

修道会の年代記や聖女伝には漠然とした情報しか記載されていないことが

多いから，審問記録から得られる情報は貴重である。敵対者による証言が

大半を占めること，あるいは審問官の誘導尋問によって，偏向した内容の

証言がなされることはもちろんある。しかしこのことは，審問記録の価値
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を必ずしも損ねるものではない。なぜならこの史料には，偏向された結果

だけでなく，偏向されてゆくプロセスそのものも記録されており，そのプ

ロセスを検証することが可能だからである。また全ての情報が偏向してい

るわけではない。教義・思想に関する証言は偏向しやすいが，名前，年齢，

地名，行動などの外形的なデータに関してはそうではない。したがって，

ベアータのとりわけ社会史的側面の解明のためには，審問記録は利用価値

が高いのである。またそれだけでなく，修道会の年代記には制度化された

ベアータの姿が事後的に描かれるのに対して，審問記録には，権力からの

自由度が高かった（つまりベアータの本領を発揮していた）からこそ捕捉され

ることになったベアータのその時点の姿が記録されている，という利点も

ある。

　 1つの例を挙げると，異端審問所の評価人が「放浪するベアータ beata 

viandante」と呼んだアナ・デ・アベリャの審問記録は，異端審問にかけ

られていなければ歴史に名を残すことがなかったであろう個人ベアータの

実態を知ることができる貴重な史料である。彼女自身の告白によれば，ア

ナは20歳のときに靴職人と結婚し，20年以上にわたる結婚生活において11

人の子供を産み，そのうち 7人が死んだが，残る 4人のうち 6歳になる末

子以外の 3人の消息を彼女は知らなかった。1654年に逮捕されたときには

50歳だった。その 6年前に夫が亡くなると同時にフランシスコ会第三会員

（ベアータ）になった。兄弟の家で 3年過ごした後，タラベーラ，プラセン

シア，トレド，アホフリンを 1人で放浪する生活を送った。主の祈りを間

違えながらも言えた以外はキリスト教教義のことは全く知らなかった。読

み書きもできないし，本も持っていなかった。収入は施しを求めたり羊毛

を梳くことで得ていた 29）。
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4 ．ベアータ研究の新しい潮流

ベアータに関する研究が進展し出したのは，ここ20年ほどのことにすぎ

ない。それまでもベアータに関するモノグラフィーは数多く存在したが，

それらは事例蒐集の域を出るものではなかった。こうした研究状況におい

て，「女にとってベアータであることは，妻や修道女と同様に，身分の 1

つであった」 30）といち早く指摘したクレール・ギイェンの功績は大きい。

それ以前の研究史においては，ベアータが女にとって結婚や修道女に比す

る身分であったとは認識されていなかったからである。

ベアータに関する体系的な研究を初めて行い，ベアータ研究に画期を

なしたのは，ムニョス・フェルナンデスとミウラ・アンドラーデスであ

る 31）。 2 人の研究の特徴は，第 1に，ベアータ運動の歴史的展開に関する

見取り図を描いたこと，第 2に，ベアータ運動をフェミニズムの観点から

解釈したこと，第 3に，ベアータを結婚や修道女に代わる魅力的な選択肢

として提示したこと，にある。以下，この 3つの点について説明したい。

①ベアータ運動の歴史的展開について

イベリア半島においてベアータ（館）の存在が確認されるのは，13世紀

末から14世紀初めにかけてである。ベアータはかつて考えられたよりもか

なり早くから存在したのであり，ベギンの影響（たとえそれがあったとして

も）のもとに成立したのではない。

ミウラ・アンドラーデスは，ベギンに関する研究を参考にして，アンダ

ルシーアのベアータ運動を 4段階の発展過程として描いている。⑴ 個人

ベアータの段階（1400年まで）。これ以降は個人ベアータへの言及は減り，

それにかわって共同体（ベアータ館）への言及がなされるようになる。⑵

制度化の始まり（1400年から1460年まで）。ベアータ館が第三会規則を採用
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したり，修道院になったりする。⑶制度化の加速（1460年から1500年まで）。

多くが第二会（女子修道会）になる。⑷制度化の完成。1500年以降はベアー

タの共同体を維持するためには第二会に移行せざるを得なくなる 32）。

ムニョス・フェルナンデスも，新カスティーリャのベアータ運動につい

て，ほぼ同様の制度化の過程を描いている。すなわち，ベアータ運動の初

期の段階においては，ベアータたちは修道会の外部で自らのイニシアチブ

によって宗教生活を始めるが，次第に集団生活を送るようになり，ベアー

タ館の創設が行われる。それが托鉢修道会（主にフランシスコ会）の発展と

ともにその影響下に入ると，第三会の規則に服するようになる。そして最

終的には正式に修道誓願を行い，第二会の修道女になり，禁域化されるこ

とになる，という過程である。

16世紀初頭にはカトリック両王とシスネーロス枢機卿によって推し進め

られた修道会改革によって，ベアータ運動は第二会に取り込まれる傾向を

強め，ベアータたちは禁域の修道女になっていった。禁域化の流れは16世

紀半ば以降さらに強まった。トレント公会議後に教皇庁によって発せられ

た様々な法規制，とりわけ在俗の宗教女性に対しても禁域の適用範囲を広

げたピウス 5世の教皇勅書 Circa pastoralis（1566年）の影響が大きかった。

ちょうど同じ時期に修道会改革を進めていたフェリーペ 2世は，この教皇

勅書を楯に，女子第三会に対して禁域の受入れと修道会への服従を求めた。

以上のように，制度化の進展という点では両者の見方は一致する。しか

し制度化の結果，16世紀にベアータ運動がどのような帰結を迎えたかにつ

いては，両者の見方は異なっている。

ミウラ・アンドラーデスは，16世紀にはベアータが第二会へ移行するこ

とによって制度化が完成し，ベアータの拡張運動は終了したとみなす。一

部のベアータは制度外に残ったが，彼女たちは異端運動の温床になりやす

かった。とりわけアルンブラードとして異端宣告を受けたベアータのせい
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で，ベアータに対する信用失墜が起こった。その結果，ベアータになるこ

とがそれほど魅力的な選択肢ではなくなった，という。

それに対してムニョス・フェルナンデスは，ベアータ運動は廃れてはい

ないと解釈する。たしかに共同体形式のベアータ運動は制度化の圧力に対

して弱かったが，16世紀末から17世紀初頭にかけてのベアータ運動は個人

的側面を強化する方向に進み，彼女たちの多くは伝統的な修道会から離れ

て，イエズス会や跣足カルメル会などの新しい修道会の修道士から個人的

に霊的指導を受けるようになっていた 33）。このように，ベアータは，制度

化と禁域への圧力に抗して，制度の間隙をぬうことによって生き残りを

図ったとムニョス・フェルナンデスは解釈する。その戦略は，⑴修道会

の管轄を放棄して司教の管轄のもとに入る，⑵第三会を持たないヒエロ

ニムス会などの修道会に入る，⑶第二会（女子修道会）を選ぶよりも共同

生活においてより自由と柔軟性を持つ第三会にとどまる，である。ベアー

タの存続と抵抗の戦略は，確立された秩序を変えることはなかったかもし

れないが，「規範的権力に対して完全には順応せず，容易に屈することの

ない女の個人的な経験の試みに対する道を切り開いたのである 34）。」

②ベアータ運動をフェミニズムの観点から解釈した点について

ムニョス ･フェルナンデスによれば，国家，修道会，制度教会，これら

全ての家父長的権力は，性政策において一致する。その政策とは，権力の

統制下に入らない女の宗教生活のあり方を縮小ないしは消滅させることで

あり，その 1つとして，ベアータ館に対する介入が行われた。一方，それ

にもかかわらず，多くの女がベアータ身分を選んだのは，彼女たちを押し

込めてきたジェンダー・システムであるところの結婚・家族制度・修道院

に対する拒絶ゆえである。ベアータ館の創設は，男を排除した女の固有の

空間の創造であり，そこにおいてベアータたちは，家父長的な親族制度と
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は異なる姉妹関係にもとづく組織を作り上げた 35）。

ネイダーは，編著『ルネサンス・スペインにおける権力とジェンダー』

において，20年にもわたって女の「反抗説」が女性史研究（とりわけ黄金

世紀文学研究）の強力な説明因として幅をきかせてきたことを批判してい

る 36）。ネイダーは具体的な言及は避けてはいるものの，ムニョス・フェル

ナンデスの研究は，ネイダーの言うところの「反抗説」に分類されるだろ

う。ネイダーが扱ったのは大貴族のメンドーサ家の女たちであり，彼女た

ちは男に対する不平等意識を抱いてはいなかったかもしれない。その意味

ではネイダーの批判は正当であるようにみえる。しかし修道女たちが男女

の不平等を嘆く発言をしてきたことをネイダーは見落としているように思

われる 37）。修道院こそは，修道女に司祭権を認めないことによって，男女

の不平等を意識させる制度であった。それゆえ修道院はフェミニズムの胚

胎の場となった。女性史研究者の多くが修道女を研究対象にしているのは

そのためである。

フェミニズムは啓蒙の時代に始まるのであり，それ以前には固有の意味

におけるフェミニズムは存在しなかったという見方がある。しかし家父長

制が支配的な時代にあって，それとは異なる女の空間を作り出したベアー

タの試みを，この時代のフェミニズムと呼ぶことは許されるだろう。

③ ベアータ身分を魅力的な選択肢として提示した点について

ベアータは，かつて考えられたような，未亡人や貧困者のための消極的な

選択肢ではなかった。たしかにベアータには中下層出身者が多いが，必ず

しも貧しい女の受け入れ先ではなかった。ベアータになった女の多くは修

道院に入れる可能性を持っていただけではなく，修道院を創設できるほど

の経済力を持っていた。ベアータ館の構成メンバーについてはわからない

ことが多いが，ベアータ館の創設者に関しては，彼女たちが修道院を創設
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できるほどに富裕な人物であることがわかっている。ムニョス・フェルナ

ンデスの挙げる例にしたがうと，上流階層の出身者として，トレド大司教の

姪のドニャ・マリーア・ガルシーア，女王フアナの侍女でラ・レイーナ・

デ・トレドのベアータ館を作ったテレサ・フェルナンデスなどがいた 38）。

ミウラ・アンドラーデスが扱ったレブリハの担税帳簿は，ベアータの経

済状態を知ることができるまたとない史料である。この史料は，免税措置

を求めたベアータに対する財産調査を目的として作成されたと考えられ

る。これを同時期のセビーリャの担税帳簿と比較してみると，レブリハの

ベアータの36.3％が貧困者として分類されるのに対して，セビーリャの女

の39.3％が貧困者である。 1万マラベディ以下の財産の所有者はレブリハ

のベアータの27.2％なのに対して，セビーリャの女の30％である。つまり

レブリハのベアータの経済状態は，セビーリャの平均的女性とほぼ同じで

あることがわかる 39）。

女にとってベアータ身分を選択することが魅力的だった理由は，結婚や

修道女とは違って男の支配を受けなかったこと，禁域の修道女とは違って

俗世における活動を続けることができたこと，などにある。15世紀のコル

ドバにおいて，ベアータが多い地区と施療院が多い地区が一致していたこ

とは，ベアータたちが病人や貧民の介護活動に従事していたことを示唆す

る 40）。16世紀に禁域化が進むと，修道女は以前のようには俗世における慈

善活動に従事することができなくなったから，俗世における活動ができた

ベアータに期待された役割は益々増えていったはずである。

ベアータには，その身分に期待された明確な役割があったのである。た

とえばアンダルシーアでは再征服後の領土をキリスト教化するためにベ

アータが利用された。1248年に再征服されたセビーリャの最初の女子宗教

施設はベアータ館だった 41）。グラナダのレパルティミエント（分配）文書

にはベアータへの言及がある 42）。発見されたばかりのインディアスに渡っ
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たのも，修道女ではなくベアータであった 43）。イグナシオ・デ・ロヨラの

かつての同志カリスト・デ・サは，ベアータとともにインディアスに渡っ

ている 44）。

女子教育は，ベアータに固有の活動として認識されていた。18世紀末の

パンプローナでは，市当局が女子教育をベアータに委ねていた。その内容

は，キリスト教教義，読み書き，計算，糸紡ぎ，縫い物，靴下作り，針仕

事，などを教えることだった。ベアータの学校は1799年に開校し，1831年

には478人が通っていた 45）。

ベアータは外出することができたので，ベアータになってからでも以前

と同じ活動を続けることができた。ベアータの活動範囲は，かつて考えら

れていたよりもずっと広かったのである。レブリハの担税帳簿には，パン

作り paneraのベアータとろうそく作り candeleraのベアータがいる。ロン

ダのベアータたちは再征服後のレパルティミエントの際にぶどう畑を受け

取っている。中には金貸しprestamistaさえいた 46）。

個人ベアータにしろ，ベアータ館で暮らすベアータにしろ，多くの場合

は針仕事で収入を得ることができた。たとえば，アレーナスには第三会の

ベアータ館が 1つだけあるが，そこでは起毛職人が働いていたし，ベアー

タたちは仕立職人のところに亜麻を取りに行っていた 47）。

5 ．アルンブラードの中のベアータ

アルンブラード（照明派）と呼ばれる異端は，16世紀から17世紀にかけ

てスペイン各地に出現したが，ここで扱うのは，このうち1570年代から

1580年代にかけてスペイン南部（エストレマドゥーラ，バエサ，ハエン）に出

現したアルンブラードである 48）。この異端集団は，マエストロと呼ばれる

霊的指導者と，彼らに服従を誓うベアータによって構成されていた。彼ら

は独特の神秘主義教説を唱えていた。その教説によると，ベアータたち
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は，神との合一を達成するためには，マエストロの命令に盲目的に服従し

なければならない。そうすることによって自己意思を否定し，神との合一

を容易に達成するためである。マエストロは，セクトの女たちに対してベ

アータになることを勧めたが，それは，ベアータこそが結婚や修道女にも

まして神に仕えるのにふさわしい身分であるという彼らの主張に由来して

いる。

ここでこの異端集団を扱うのは，トレント公会議以降，禁域への圧力が

一段と強まる中で，ベアータとして生きることが難しくなった時期におい

てもなお，多くの女がベアータ身分を選んでいたことがわかるからであ

る。現存する審問記録が要約でしかないという制約はあるものの，20年間

にわたって審問が継続して行われたためにまとまった量の史料が存在して

いる 49）。すでに検討したように，審問記録にはベアータの社会史的側面を

明らかにしやすいという特徴がある。本節でも，ムニョス・フェルナンデ

スやミウラ・アンドラーデスの研究を参考にしながら，アルンブラードの

中に見られるベアータについて，特に社会史的側面から考察したい。

まず，ムニョス・フェルナンデスやミウラ・アンドラーデスが扱った事

例との違いは， 2人が扱ったベアータの多くが集団生活を送るベアータで

あり，後に第三会や第二会に移行することが多かったのに対して，アルン

ブラードの場合は個人の家に暮らしていて制度化されていない，という点

である。あるベアータが個人ベアータか否かについては審問記録において

必ずしも明確に言及されているわけではないが，少なくともベアータ館へ

の言及は皆無である。ハエンのベアータであるマリアーナ・デ・ヘスス 50）

やマリーア・デ・セビーリャ 51）はそれぞれが母親と一緒に暮らしており，

バエサのベアータであるドニャ・アナ・デ・エレーラは兄と同じ家に暮ら

している 52）ことから，彼女たちが個人ベアータであることがわかる。

マリロ・ビヒルも指摘するように，この時代の修道女の自伝・伝記に
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は，親の意向にさからって修道女になったとするものが多い 53）。親への反

抗が，修道女の聖性の高さを示すための聖人伝的トピックであったためだ

と思われる。ところがアルンブラードの事例では，個人ベアータたちは，

親と一緒に暮らしている。おそらくそのために親から精神的・経済的に自

立することが難しかったはずである。マエストロがベアータに対して親へ

の不服従を命じたのは，このような文脈からではないか。

ムニョス ･フェルナンデスは，ベアータ館を，家族制度に代わりうる女

に固有の空間の創造の試みだと解釈した。しかし実際には，知られている

ほとんどのケースにおいて，ベアータ館（の少なくともその始まり）は，家

族制度の拒絶であるどころか，家族的環境が濃厚である。たとえばパンプ

ローナの女子教育会の起源となったベアータ館は，ビリャレアル家の姉妹

3人が自分たちの家で始めたものである。この 3姉妹の母親は，夫が1596

年に死んだときに50歳であり， 6人の子供を抱えていた。長女のカタリー

ナは30歳で未婚であった。姉妹 3人がベアータになったのは，父親が死ん

だために，結婚したり修道女になるだけの経済的余裕がなかったことも影

響していたはずである。ベアータになった 3人は，しばらくは母親ととも

に暮らし続けた 54）。

16世紀末にコルドバの異端審問管区において多数の隠れユダヤ教徒が検

挙されたが，その中にはかなりの数のベアータがいた。このことは，ベ

アータが自分の家で暮らしているために家族的環境から離れることができ

なかったことと無関係ではあるまい。そのために，ユダヤ教の習慣が親か

ら子へと受けつがれることになったのだろう 55）。アルンブラードの事例で

は，たとえばヒネサ・デ・モリーナとイサベル・ロペスは親子の関係に

あるが，彼女たちは 2人ともベアータである 56）。アルンブラードが親への

不服従を説いたのは，既存の家族制度を批判するためだったかもしれない

が，しかし現実には，親から離れて独立した生計を立てられるベアータは
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少なかったと考えられる。

ベアータが経済力の欠如のために結婚することも修道女になることもで

きない女が選んだ身分であるとする説に対する反証は，アルンブラードの

中にも見出すことができる。ベアータの名前にドニャが付く場合は，身分

が高いことがわかる。バエサのアルンブラードで，最も霊性が高いとされ

るドニャ・マリーア・パントッハや，市参事会員の娘であるドニャ・ア

ナ・デ・エレーラがまさにこの例にあたる。エストレマドゥーラのフラン

シスカ・ロドリゲスはイダルゴ hidalgaである 57）。異端審問の判決からは，

ベアータにも十分に罰金を払うだけの経済力があったと推測できる 58）。

アルンブラードの事例においては，多くの女は，結婚や修道女になる相

談をマエストロに持ちかけた結果，ベアータになることを勧められてい

る。つまり彼女たちは，他に選択肢が残されていないからベアータになっ

たのではなく，ベアータ以外の選択肢も残されていたのに，あえてベアー

タになったのである。これは，ベアータ身分が，修道女や結婚に代わる魅

力的な選択肢であったことの証拠となるだろう。

しかるに，アルンブラードとして裁かれたベアータの中には，社会階層

が低いために他の身分を選択できなかったであろう女も含まれている。た

とえばハエンのベアータであるアナ・ルカスやアントニア・ロドリゲスは

召使である。エストレマドゥーラのベアータであるエルビラ・サンブラー

ナは奴隷（黒人）である。このエルビラは，エストレマドゥーラにおいて

初めて逮捕されたアルンブラードの 1人だったから 59），セクトにおいて中

心的な役割を果たしていたと考えられる。この例は，ベアータが消極的な

選択肢だったのではなく，本来なら宗教的召命を感じても宗教への道を進

むことができなかった下級階層の者が，ベアータになることによって宗教

的欲求を満足させることができたと積極的に解釈することができる。

父親の職業への言及がなされているベアータもいる。バエサでは労働
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者，市参事会員，染物師，香味料商人，聖堂参事会員 60）。ハエンではラバ

追い，靴屋 61）。エストレマドゥーラでは聖堂参事会員，農夫である 62）。要

するに，他の身分と同様に，ベアータ身分の中にも様々な階層が観察され

るのである。

ベアータたちはどのような方法によって収入を得ていたのだろうか。エ

ストレマドゥーラのベアータの場合はいかなる方法で収入を得ていたのか

に関して全く触れられていない。バエサの場合は，ベアータたちは貧乏で

はあるが，「自分の仕事によって（de su trabajo）」食うに困った聴罪師に贈

り物をしているとの証言がある 63）。ところがハエンの場合は，ベアータの

多くは貧しいにもかかわらず，働かずに一日中教会にいると言われてい

る。そして収入を得るために，奇跡や予言，恍惚の顕示によって施しを得

ているという。この点に関しては，マリーア・パラシオスが興味深い仮説

を提示している。16世紀前半において都市産業（とりわけバエサにおける繊

維産業）の発展が過剰な女子労働力を吸収できたために，若い女は自立し

た生活を送ることができた。つまり貧困のために修道女になることができ

なかった女にも，手仕事によって収入を得ながらベアータとして生活する

道が開かれた。しかし世紀後半には，繊維産業の衰退によって収入の道を

絶たれたベアータは，奇跡による治療や偽りの恍惚によって施しを得る必

要に迫られた。そしてアルンブラードの異端に堕することになった，とさ

れる 64）。

アルンブラードの審問記録を読むと，そこかしこにベアータがいたとの

印象を受けるが，この印象は同時代の他の記述史料によっても裏付けるこ

とができる。それらの史料によると，エストレマドゥーラの小邑フレヘナ

ルに600人 65），バエサに1000人ないしは2000人 66），ハエンに4000人のベアー

タが存在したことがわかる 67）。16世紀後半のハエンにはベアータ館の存在

は確認されていないから，ハエンの4000人のすべては自分の家に暮らす個
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人ベアータである。1591年には，バエサにおける修道女が274人，ハエン

における修道女が301人であるから，修道女の数よりもベアータの数の方

が圧倒的に多かったことがわかる。同じ年の人口（人口係数を 4として計算

した場合）はバエサで 2万688人，ハエンで 2万3836人だから，ベアータは

バエサの人口の約 5～10％，ハエンの人口の約17％ということになる 68）。

ベアータ人口の増加と相関関係にあるのは，未亡人人口の多さである。

ベナッサールによると，この時期（1561－1570年）の新カスティーリャでは，

都市人口に占める未亡人の割合は15～21％であった 69）。バエサでは1535年

には担税者人口1888人のうち未亡人が549人（約29％）にものぼった 70）。ウ

ベダでは1591年には未亡人は571人（担税者人口の約13％）である 71）。この

ような未亡人の吸収先としてベアータ身分があった 72）。

6 ．結　　　語

本稿で紹介した 2人のベアータ研究者のうち，とりわけムニョス・フェ

ルナンデスは，マドリード・コンプルテンセ大学の女性史研究グループの

中心的なメンバーであり，フェミニズム的解釈を前面に押し出す傾向が強

い。そのために，彼女の研究に対しては，同じ女性史研究者の間にも批判

的な見方が存在する 73）。たしかに，男性的な権力に対する女性からの抵抗

という図式は，あまりにも単純かつ楽観的に過ぎる見方である。ベアータ

に関する十分な研究の蓄積がない中で，ほとんど独力でこのテーマを切り

開いたムニョス・フェルナンデスの研究は，重厚な実証研究というより

も，魅力的な示唆と大胆な仮説を提示するタイプの研究であると言えるだ

ろう。

ムニョス・フェルナンデスよりも新しい世代の研究者，たとえばアティ

エンサ・ロペスは，フェミニズム的解釈を前面に押し出すことをしない。

アティエンサ・ロペスも，自由・自立を体現したベアータと，男性的で強
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圧的な制度という単純な二分法に対しては批判的である。そして抑圧と抵

抗の二分法に対しては，ベアータの方から進んで禁域を受入れた例や，権

力者がベアータを支援した例を対置させることによって，ベアータ運動を

より複雑で多様なものとして描こうとしている 74）。

本稿で検討したアルンブラードの事例からも，ベアータの実態は多様で

複雑であるとのアティエンサ・ロペスの見解を支持することができる。ま

た今後の実証研究の積み重ねによって，アティエンサ・ロペスが目指すよ

うな，より複雑で多様なベアータ像が明らかになってゆくだろう。

ムニョス・フェルナンデスは，ベアータ身分が女にとって魅力的な選択

肢であったと解釈したが，実際には，自発的に選び取ったのではなく，経

済的な理由から仕方なくベアータになった女の方が圧倒的に多かっただろ

うし，そのことを裏付ける例は枚挙にいとまがない。したがって，実証的

な観点からムニョス・フェルナンデスの説を否定することは可能であろ

う。それにもかかわらず，ムニョス・フェルナンデスが提示したベアータ

像が完全に無効になったわけではない。彼女が描こうとしたのは，アティ

エンサ・ロペスが描いたような平均的なベアータ像ではなく，女の可能性

を切り開いた前衛的なベアータ像である。そのようなベアータは，数は少

ないかもしれないが，たしかに存在したのである。そうしたベアータたち

の姿は，女の観点から見なければ見えてこないのであり，その意味では，

ムニョス・フェルナンデスが切り開いたフェミニズムの観点からのベアー

タ研究の可能性は，いまだ十分には掘り尽されていないように思われる。

注
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